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協議事項（３）：知立市総合公共交通会議の事業の負担金の申請について 

 

知立市総合公共交通会議及び知立市の事業費負担に関する覚書第３条第１項に基づき、知立市

総合公共交通会議が実施する事業の負担金を市に申請するもの。 

 

 

 

 

 

 

（負担方法） 

第３条 知立市総合公共交通会議会長は、前条第１項に規定する事業の負担金の申請を行うときは、

その負担額を乙に申請するものとする。 

 

 

資料１０ 
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【  余 白  】 

 

 

 

 


